
  板橋区保育対策等促進事業費助成要綱 
 
                          平成２１年１月３０日区長決定 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２４条第１項の規定に基づき、区長が区内の私立保育所（法第３５条第４項の規定によ

り東京都知事から設置の認可を受けた保育所をいう。以下「保育所」という。）に対し、
保育環境を総合的に整備する経費を助成することで、児童福祉の増進を図ることを目的

とする。 
 
（対象） 
第２条 この要綱による助成（以下「助成」という。）の対象は、法第２４条の規定に基

づき保育を実施する保育所とする。 
 
（対象事業） 
第３条 助成金の交付の対象となる事業は、別表 1の 1対象事業のとおりとする。 
 
（助成金額） 
第４条 助成の額は、東京都の当該年度の「東京都保育環境改善等事業費補助金交付要綱」 
に定められた基準額によるものとする。ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 
 
（助成申請） 
第５条 助成を受けようとする保育所の設置者（以下「申請者」という。）は、板橋区保

育対策等促進事業費助成金交付申請書（別記第１号様式）を作成し、区長に提出しなけ

ればならない。 
２ 申請者が個人事業主であって、次のいずれかに該当する場合は、前項の規定による申

請書のほかに、当該領収書の写し若しくは納税証明書又は非課税証明書（いずれも直近

のもの。領収書の写しは、直近のものが属する年度分で納期が既に到来しているもの全

て）を添付するものとする。 
(1) 助成の申請に当たって、助成金交付申請書（別記第１号様式）において、申請者か
ら区税納付状況調査に関する同意が得られない場合 

(2) 区外に居住しており、板橋区において課税されていない場合 
(3) 区外からの転入者で、転入前の自治体において課税されている場合 

３ 申請者が法人の場合は、第 1項の規定による申請書のほかに、法人住民税の領収書の 
写し又は納税証明書（いずれも直近のもの）を添付するものとする。ただし、非課税の

場合は申告書（控）の写し、免除の場合は免除決定通知書の写しを添付するものとする。 
（交付決定通知等） 
第６条 区長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、速やかに審査し、適当と認め

 



る場合は交付決定通知書（別記第２号様式）により、不適当と認める場合は不交付決定

通知書（別記第３号様式）により、それぞれ申請者に通知するものとする。 
 
（助成金の請求） 
第７条 助成の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、前条の交付決定

通知書に基づき請求書（別記第４号様式）により区長に助成金を請求するものとする。 
 
 
（助成金の交付） 
第８条 区長は、前条の規定に基づき交付決定者から請求を受けたときは、その内容を審

査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。 
 
（事業実績報告） 
第９条 交付決定者は、事業の実績について別に定める日までに別記第５号様式により区

長に報告しなければならない。 
 
（助成金の額の確定） 
第１０条 区長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは交付すべき助成金の額を確定し、保育対策等促進事業費助成金確定通知

書（別記第６号様式）により通知するものとする。 
 
（交付決定の取消し） 
第１１条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 
 （１） 対象となる事業を中止したとき。 
 （２） 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 
 （３） 助成金を他の用途に使用したとき。 
 （４） その他区長が不適当と認めたとき。 
 
（返還命令） 
第１２条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当するとき、期限を定めて、既に交付

した助成金の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を命ずる額は、当該各

号の定めによる。 
（１） 交付の決定を取り消したとき。助成の対象となる事業の当該取消しに係る部分

の額 
（２） 第１０条の規定により交付決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合にお 

いて、既にその額を超える助成金が交付されているとき、その超える部分 
 
（消費税仕入控除税額の取扱い） 
第１３条 この補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税



の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した

場合（仕入控除税額が 0円の場合を含む。）には、速やかに区長に報告しなければな
らない。 

   なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等（以下「本部等」と

いう。）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合

等の申告内容に基づき報告を行うこととする。 
   また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税

額を板橋区に返納しなければならない。 
 
（委任） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭部長が定める。 

 
付 則 

 この要綱は、平成２１年１月３０日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 
   付 則 
 この要綱は、平成２１年１０月１３日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
   付 則 
 この要綱は、平成２５年６月１８日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 
   付 則 
 この要綱は、平成２６年３月１９日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 
   付 則 
 この要綱は、区長決定の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
   付 則 
 この要綱は、区長決定の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
   付 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 



別表１ 
保育環境改善等事業 

 
１ 対象事業 

本事業の対象となる事業は、次に掲げる「基本改善事業」及び「環境改善事業」とす
る。 

（１） 基本改善事業 
既存の施設の改修等により事業実施施設を新たに設置する事業で、次に掲げるも

のとする。 
ア 保育サービス提供施設設置促進事業 

保育の需要が高い地域において、保育所、保育所分園等を実施する施設を設置
するため、既存施設の改修等を行う事業。 

（２） 環境改善事業 
利用者へのサービス向上等のため、既存の事業実施施設の改修等を行う事業で、

次に掲げるものとする。 
   ア 保育所要支援児受入促進事業 

既存の保育所又は保育所分園において、要支援児を受け入れるために必要な改
修等を行う事業 

イ 分園推進事業 
保育所分園の設置を推進するために必要な設備の整備等を行う事業 

 
２ 対象事業の制限 
（１） 他の補助を受ける場合は、本事業の対象としないこと。 
（２） 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕は本事業の対象としないこと。 
（３） 本事業の実施については、保育所要支援児受入促進事業を除き、１施設につき１

回限りとすること。 
（４） 保育サービス提供施設設置促進事業について、既存施設の改修を伴わない設備の

整備（備品の購入等）のみの場合は、本事業の対象としないこと。 
（５） 保育サービス提供施設設置促進事業及び分園推進事業については、当該年度中、

又は翌年度４月１日に開設される施設のみを対象とすること。 
（６） 保育所要支援児受入促進事業については、当該年度中、又は翌年度中に要支援児

の受入を予定している保育所を対象とすること。 
（７） 保育サービス提供施設設置促進事業において、保育所又は保育所分園を設置する

場合に限り、必要に応じて、保育所要支援児受入促進事業と併せて実施することが
できるものとする。 

 
３ 書類の整備 
  この事業の実施要件に適合する保育所である旨の必要な書類を整備しておくこと。 



第 1号様式（第５条関係） 
  年  月  日 

 
板 橋 区 長 
 

所 在 地  
申 請 者  
代表者職氏名             
（施設名                ） 

 
 
 

年度板橋区保育対策等促進事業費助成金交付申請書 
 
標記について、次のとおり関係書類を添えて申請する。 

 
１ 申 請 額    金          円 
 
２ 添付書類 
 
（1）  年度板橋区保育対策等促進事業内訳書 



第２号様式（第６条関係） 
 

 
  年  月  日 

 
交 付 決 定 通 知 書 

 
 
            様 
 
 

板 橋 区 長    
 
 
年  月  日付で交付申請のあった   年度板橋区保育対策等促進事業費助成金

については、下記により交付する。 
 

記 
１ 施設名 
 
 
２ 助成金交付決定額 
  金          円 
 



第３号様式（第６条関係） 
 

 
  年  月  日 

 
不交付決定通知書 

 
 
            様 
 
 

板 橋 区 長   
 
 
年  月  日付で交付申請のあった   年度板橋区保育対策等促進事業費助成金

については、下記により不交付とする。 
 

記 
 
１ 施設名 
 
 
 
２ 不交付理由 
 



第４号様式（第７条関係） 
 

  年  月  日 
 

請 求 書 
 
板 橋 区 長  様 
 

所在地 
請求者 
請求者職氏名             
（施設名               ） 

 
 
年度板橋区保育対策等促進事業費助成金について、下記により請求します。 

 
 

金 額 

千 百 十 万 千 百 十 円

        

 



第５号様式（第９条関係） 
  年  月  日 

 
板 橋 区 長 
 

所 在 地  
実 施 者  
実施者職氏名             
（施設名                ） 

 
 
 

年度板橋区保育対策等促進事業費助成金の実績報告について 
 
標記について、次のとおり関係書類を添えて報告する。 

 
１ 交付決定額    金          円 
２ 事業実績額    金          円 
３ 要返還額     金          円 
４ 添付書類 
 
（1）     年度板橋区保育対策等促進事業報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第６号様式（第１０条関係） 
                                年  月  日 
 
 事業者名 
  代表者職氏名         様 
 

 
                    板橋区長 
 
 

板橋区保育対策等促進事業助成金交付額確定通知書 
 
 板橋区保育対策等促進事業助成要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり助成金の

額を確定したので通知します。 
 
 

記 
 
 
１ 交付確定額     金           円  
 
 
２ 既支払額      金           円  
 
 
３ 清算額       金           円  
 
 
 
※板橋区保育対策等促進事業助成要綱第１２条の規定により助成金の返還が必要な場

合は、区長が定める期日までに精算額を返還することとする。 
 
 
 
 
 



 
 
 


